
   東京大学非常勤講師の就業に関する規程 

 

平成３０年３月２０日 

役員会議決 

東大規則第８２号 

沿革 

（目的） 

第１条 この規程は、東京大学短時間勤務有期雇用教職員就業規則（平成１６年４月１日東

大規則第３４号。以下「短時間勤務有期雇用教職員就業規則」という。）第２条第３項の

規定に基づき、国立大学法人東京大学に雇用される非常勤講師（労働契約法（平成１９年

法律第１２８号）第１８条の規定により期間の定めのない雇用となった者を含む。）の就

業について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義等） 

第２条 この規程において、非常勤講師とは、期間を定めた労働契約により１週間の所定の

勤務時間が３５時間を超えない範囲内で、本学における講義又は実験の指導等に従事す

る者をいう。 

２ 非常勤講師の就業に関する事項については、この規程及び別に定めるところによるほ

かは、短時間勤務有期雇用教職員就業規則の規定を準用する。 

３ 非常勤講師には、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。 

（就業に関する特例） 

第３条 非常勤講師には、短時間勤務有期雇用教職員就業規則第４条、第９条の２、第１１

条、第１３条、第３１条、第１２章（第７０条から第７２条まで、第７５条の２並びに第

７６条第１項及び第２項の規定を除く。）、第１８章及び第２０章の規定は適用しない。 

 （契約期間及び契約の更新） 

第４条 非常勤講師の契約期間は、一の会計年度を限度として定めるものとする。 

２ 前項の契約期間が満了した場合の更新については、予算の状況及び従事している業務

の必要により、かつ、当該非常勤講師の勤務成績の評価に基づき行うものとする。 

３ 採用又は契約を更新しようとする日において、年齢が満６５歳に達し、かつ、その日以

後の最初の３月３１日を超えることとなる場合には、採用又は契約の更新をすることが

できない。 

４ 契約の更新をした後、契約期間の満了により労働契約を終了させる場合（あらかじめ当

該契約を更新しない旨明示されているものを除く。）には、少なくとも当該契約の期間の

満了する日の３０日前までにその旨予告するものとする。 

 （解雇） 

第５条 非常勤講師が、次のいずれかに該当するときは解雇する。 

 (1) 身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められた



とき 

 (2) 勤務成績が不良で、就業に適しないと認められたとき 

 (3) 講義又は実験の指導等に従事する授業科目が開講されないとき 

 (4) 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき 

 (5) 禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられたとき 

(6) その他業務に必要な適格性を欠くとき 

 (7) 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき 

（給与） 

第６条 非常勤講師の基本給は、講義又は実験の指導等の状況に応じて、月例給、授業１回

当たりの給与又は時間給により支給するものとし、別途定める額の範囲内で個人別に決

定する。ただし、月例給による決定は、授業科目の開講される期間の当初より担当する

者に限る。 

２ 短時間勤務有期雇用教職員就業規則第７０条から第７２条までの規定を準用する場合

における勤務１時間当たりの給与額は、別途定める。 

３ 給与の支給日は、支給単位別に当該各号に定める月の１７日（１７日が日曜日に当たる

ときは１５日、１７日が土曜日に当たるときは１６日、１７日が祝日法による休日に当

たるときは１８日）に支給する。 

(１) 月例給 講義又は実験の指導等の状況に応じて、別途定める月 

(２) 授業１回当たりの給与及び時間給 一の月の初日から末日までの勤務実績に応じ

た分について、その翌月 

４ 月例給により基本給を支給される者が、授業科目の開講される期間（勤務日が割り振ら

れていない月を除く。）の途中で退職し（死亡による退職を含む）、又は解雇された場合

には、その日までの基本給を支給する。この場合の当該月の基本給は、一月当たりの額

に当該月の勤務を要する日数に対する実際に勤務した日数の割合を乗じて得た額とする。 

５ 月例給により基本給を支給される者が、一の月における勤務を要する日のすべてにつ

いて、勤務しない場合又は短時間勤務有期雇用教職員就業規則第３５条、第３７条第２

項、第４４条、第５０条若しくは第５２条の規定により無給となる場合は、その期間の

基本給の月額を支給しない。 

 （高齢者雇用の特例） 

第７条 特に必要と認めた場合には、第４条第３項の規定にかかわらず、満６５歳に達した

後の者を雇用することができる。 

（期間の定めのない雇用への転換） 

第８条 この規程により雇用される期間その他本学における期間の定めのある雇用の期間

を通算した期間が５年を超える者が、現に締結している契約の期間の満了する日の３０

日前までに所定の様式により期間の定めのない雇用への転換を申し出たときは、労働契

約法その他の法令の定めるところにより、当該契約の期間の満了する日の翌日から期間



の定めのない雇用となる。 

２ 前項の規定により期間の定めのない雇用となった者については、従事する業務を学年

又は学期ごとに定めるものとし、第４条の規定は適用しない。 

（期間の定めのない雇用となった者の定年退職の日） 

第９条 前条の規定により期間の定めのない雇用となった者の定年は、満６５歳とし、定

年退職の日は、定年に達した日以後の最初の３月３１日とする。ただし、定年に達した

日以後の最初の３月３１日を超えて期間の定めのない雇用となった場合の定年退職の日

は、当該期間の定めのない雇用となった日以後の最初の３月３１日とする。 

   附 則 

１ この規程は、平成３０年９月１日から施行する。 

２ この規程の施行日以後に非常勤講師として雇用された者のうち、当該施行日前から本

学における講義又は実験の指導等に従事する者として委嘱された期間を有するものにつ

いては、当該期間（平成２５年４月１日以後の期間に限る。）を第８条に規定する本学に

おける期間の定めのある雇用の期間とみなす。 

   附 則 

１ この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

   附 則（改正 令和 ２年 ３月２６日東大規則第１３６号） 

この規程は、令和 ２年４月１日から施行する。 

   附 則（改正 令和 ２年 ３月２６日東大規則第１５９号） 

この規程は、令和 ３年４月１日から施行する。 

  附 則（改正 令和 ３年 ３月１８日東大規則第 ８２号） 

この規程は、令和 ３年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和 ４年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和 ６年４月１日から施行する。 



東京大学非常勤講師の就業に関する規程第６条第１項に定める基本給の額、同条第２項に定める勤務１時間当た

りの給与額、同条第３項第１号に定める月例給の支給日は、令和４年４月１日以降、次のとおりとする。 

 

第６条第１項関係 

甲表、乙表又は丙表により決定する。 

（甲表：年齢による単価） 

年 度 末 年 齢 

月例給  授業１回 

当たりの 

給与 

時間給  

ターム セメスター 講義 実験等 

～27 歳 20,067 円 

30,100 円 

22,360 円 

27,950 円 
8,600 円 4,300 円 2,150 円 

28 歳～32 歳 23,567 円 

35,350 円 

26,260 円 

32,825 円 
10,100 円 5,050 円 2,525 円 

33 歳～37 歳 27,300 円 

40,950 円 

30,420 円 

38,025 円 
11,700 円 5,850 円 2,925 円 

38 歳～42 歳 30,333 円 

45,500 円 

33,800 円 

42,250 円 
13,000 円 6,500 円 3,250 円 

43 歳～47 歳 33,320 円 

49,980 円 

37,128 円 

46,410 円 
14,280 円 7,140 円 3,570 円 

48 歳～52 歳 37,193 円 

55,790 円 

41,444 円 

51,805 円 
15,940 円 7,970 円 3,985 円 

53 歳～ 40,087 円 

60,130 円 

44,668 円 

55,835 円 
17,180 円 8,590 円 4,295 円 

（乙表：実績、能力による単価） 

区 分 区分を適用する基準例 月例給  授業１回 

当たりの 

給与 

時間給 

ターム セメスター 講義 実験等 

Ⅰ種 講師歴及び教員歴の少ない者 
18,667 円 

28,000 円 

20,800 円 

26,000 円 
8,000 円 4,000 円 2,000 円 

Ⅱ種 基本 
28,000 円 

42,000 円 

31,200 円 

39,000 円 
12,000 円 6,000 円 3,000 円 

Ⅲ種 高度な知識・経験者、著名な者 
37,333 円 

56,000 円 

41,600 円 

52,000 円 
16,000 円 8.000 円 4,000 円 

Ⅳ種 
極めて高度な知識・経験者、極

めて著名な者 

42,000 円 

63,000 円 

46,800 円 

58,500 円 
18,000 円 9,000 円 4,500 円 

（丙表：教育学部附属中等教育学校の非常勤講師に対する単価）  

年 度 末 年 齢 授業１回当たりの給与 

～27 歳 2,280 円 

28 歳～32 歳 2,480 円 

33 歳～37 歳 2,900 円 

38 歳～42 歳 3,210 円 

43 歳～ 3,410 円 

 



備考 １ この表において、「ターム」とは東京大学学部通則（昭和３８年１２月１７日評議会可決）第４条第３

項及び東京大学大学院学則（昭和２８年３月１７日評議会可決）第４１条第３項の規定に定める学期を

いい、「セメスター」とは二つの連続するタームをつなげた授業実施期間をいう。 

２ 乙表の区分を適用する場合における具体的な基準は、各部局において定める。 

３ 甲表及び乙表の月例給の額は、タームの開始月から終了月までの期間が、３月の場合は上段の単価額、

２月の場合は下段の単価額とし、セメスターの開始月から終了月までの期間が、５月の場合は上段の単

価額、４月の場合は下段の単価額とする。 

 

第６条第２項関係 

第６条第１項関係に定める各表に応じて、次の額を勤務１時間当たりの給与額とする。 

甲表の適用を受ける者 年度末年齢に応じた時間給 

乙表の適用を受ける者 区分に応じた時間給 

丙表の適用を受ける者 年度末年齢に応じた授業１回当たりの給与 

 

第６条第３項関係 

 

セメスター Ｓ（４、５、６、７、８） Ａ（９、１０、１１、１２、１） 

支給月 ５、６、７、８、９ １０、１１、１２、１、２ 

ターム Ｓ１（４、５、６） Ｓ２（６、７、８） Ａ１（９、１０、１

１） 

Ａ２（１１、１２、

１） 

Ｗ（２、３） 

支給月 ５、６、７ ７、８、９ １０、１１、１

２ 

１２、１、２ ３、４ 

備考 括弧内は、各セメスター又はタームにおける授業が実施される月。 

 

 

 

 



沿革 

 

東京大学非常勤講師の就業に関する規程 

 

体系情報 

 

□ 第２編 総務及び人事 

第３章 就業規則等 

 

沿革情報 

 

◆平成３０年 ３月２０日東大規則第 ８２号 役員会議決 

◇平成３１年 ３月２２日東大規則第１００号 

◇令和 ２年 ３月２６日東大規則第１３６号 

◇令和 ２年 ３月２６日東大規則第１５９号 

◇令和 ３年 ３月１８日東大規則第 ８２号 

◇令和 ４年 ３月２４日東大規則第 ８６号 

◇令和 ６年 ３月２１日東大規則第 ９２号 


